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「奈良デジタル戦略」の概要について
奈良県総務部次長（デジタル戦略課長事務取扱）

城家　旬 氏

【背景】
〈直面する課題〉
　国内では、少子高齢化に伴う労
働力と需要の不足、東京一極集中
と過疎化の進行など、様々な課題
に対する解決策が模索されてい
る。経済のグローバル化が進み、
我が国の産業は激化する国際的な
競争に直面している。SDGs への
取組が世界的に進む中、温室効果
ガスや食品ロスの削減など経済発
展と相反するような課題やコロナ
禍への対応など、これまでの社会
システムのままでは、経済発展と
社会的課題の解決を両立すること
が困難な状況になってきている。
〈デジタル化の現状〉
　インターネットの利用経験は
82.9％、13歳から59歳までの各年
齢帯では95％を超えている。
　商取引のデジタル化の進展状況
として、国内電子取引の市場規模
は増加の一途をたどり事業者－消
費者間取引（B to C）は2020年で
19兆3,609億円となっている。また
C to C の電子取引の市場規模も
１兆9,586億円と前年比12.5％と
なっている。
　コロナ禍への対応を余儀なくさ
れることで、テレワークやオンラ
イン教育、遠隔診療などが一気に
進みつつある。
　一方、国内の IT 人材は不足し
ているという試算があり、世界的

なデジタル化の波に取り残されて
しまいかねない。

【「奈良デジタル戦略」について】
〈戦略策定の趣旨〉
　単なる IT 化やシステム化では
なく、住民の課題解決等を出発点
に「デジタル化によりできるこ
と」を実現することを基本スタン
スとして、県民や市町村、準公共
分野及び民間の事業者等が連携・
協働して取り組みを進めることを
目的として策定している。
〈基本的な考え方〉
① 住民のどのような課題を解決し

たいのかを掘り下げ、行政サー
ビス・業務のあり方をどう組み
替えるのか、デジタルで何がで
きるのかを検討し、問題解決に
役立つアプリやシステム等の導
入を進める。

② 新たなシステムを「開
発・所有」するのでは
なく、既にあるクラウ
ドサービスを「利用」
するとともに、県が
コーディネートして地
域でのシステムの共同
開発・共同利用等を実
施。（＝デジタル版の
奈良モデル）

③ 事業者や民間のプレー
ヤーと積極的に連携・
協働し、民間の知見・

技術や人材を最大限活用する。
④ 行政手続き・サービスを、民間

事業者が提供するシステムや
サービスの中に組み込むこと
（組み込み型サービス）を積極
的に検討する。

⑤ デ ジ タ ル を 活 用 し た 変 革
（DX； デ ジ タ ル・ ト ラ ン ス
フォーメーション）を進めるに
あたり、これまでの行政サービ
スの業務のあり方や進め方の見
直し（GX；ガバメント・トラ
ンスフォーメーション）を前提
に、デジタルの活用を徹底す
る。業務を単にデジタルに置き
換えるのでなく、クラウドサー
ビスの活用を検討、それに合わ
せて業務を組み替える。

⑥デジタルデバイドの解消
　 地理的・身体的・経済的な制約

の有無にかかわらず、必要な時

　定例講演会を７月５日に開催。なら県政出前トークから、奈良県総務部次長（デジタル戦略
課長事務取扱）城家　旬氏を講師にお招きし、「奈良デジタル戦略の概要について」をテーマに
語って頂いた。
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に必要なだけデジタルサービス
が利用できる環境を最大限確保
する。携帯電話エリアの整備を
加速するようより強く働きかけ
るとともに、高齢者等がデジタ
ルやスマートフォンに親しんで
頂けるよう支援策を展開する。

⑦ 15年後のもっと良くなる奈良へ
の飛躍

　 リニア中央新幹線開業を見据え
た「大和平野中央田園都市構
想」の実現に向けて、新しいデ
ジタルサービスの提供を、構想
推進の原動力として位置づけ、
具体的なプロジェクトを積極的
に推進する。
〈３つの分野の「できる化」〉
　行政・家庭・経済の３つの分野
において、各取組を推進する。
①行政の「できる化」
② 家庭（生活・医療・健康づくり

など）の「できる化」
③ 経済（産業雇用・食と農・県土

マネジメント）の「できる化」
〈８つのデジタル原則（プリンシプル）〉
　次の原則に基づき、情報システ
ムの整備・サービス提供等を実施
する。
① マイナンバーカードの普及とマ

イナンバー法人 ID の利活用
②住民目線の仕組み
③モバイル接点
④情報連携とシステム化の共同化
⑤クラウド by デフォルト
⑥県・市町村・準公共分野の協働
⑦ 情報セキュリティ・個人情報保

護の確保
⑧デジタルデバイドへの対応
〈対象期間〉
　令和４年４月１日〜
 令和７年３月31日
〈当面の主要テーマと重点プロジェクト〉
① 情報連携基盤（奈良スーパーアプ

リ）による行政サービスの変革
② 医療・福祉・救急間の医療情報

の連携
③ 電子カルテ等の病院システムの

クラウド化・共同化
④ ひとり親家庭の課題解決道しる

べ（シングル・ペアレント・
ジャーニー）の提供

⑤ 自動運転・MaaS 等デジタル技
術の活用による地域の高齢者等
の移動支援と地域公共交通の持
続可能性の確保

⑥ 南部・東部地域のデジタル化推
進のための地域住民を主体とし
た実行計画の策定とデジタルデ
バイド解消のための市町村の取
組支援

⑦ 奈良の土地のもの B to C（企業と
個人の取引）プラットフォーム

⑧ 雇用予定型リカレント教育と経営
改善のためのデジタル職業訓練

〈推進体制〉
①庁内体制
　 「奈良県地域デジタル化戦略本

部」を令和３年６月に設置し
た。令和４年度には CIO を設

置し、横断的なシステム最適化
等に取り組む。

② デジタル人材の確保とネット
ワーク形成

〈内部人材の育成〉
・ 令和４年度より全職員に対し

て、デジタル化や住民機転の
サービス・施策設計、デジタル
技術に関する基礎的なスキル等
に関する研修を実施している。

・ また、高度な政策設計能力とシ
ステム・アプリの基本的な開発
レベルのデジタル技術を習得す
る「コア人材」研修も新たに開
始する。

〈外部人材の活用と連携〉
・ 県庁の職員として民間人材の登

用、また、県庁外部の民間人材
とのネットワーク・コミュニ
ティ形成を行いながら施策を推
進する。

〈市町村との連携・協働〉
　県内39の市町村が参画する「奈
良県地域デジタル化推進協議会」
を開催し、県内の市町村がデジタ
ル化を着実に推進出来るよう支援
する。
〈関連制度・システム環境の見直し〉
　令和４年度中を目途に、条例の
整備を進めていく。また、県職員
が主として業務を行うネットワー
ク環境をインターネット系に転換
する。

「奈良デジタル戦略」本編はこちら
https://www.pref.nara.jp/secure/264879/naradejitarusennryaku.pdf


